
無鄰菴条例の一部を改正する条例（平成２１年３月３０日京都市条例第   号）（文

化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課） 

無鄰菴の入園料及び使用料の適正化を図るため，これを次のとおり改定すること

としました。 

１ 入園料の改定 

単 位 現 行 改 正 案 

１ 人 １ 回 350 円 

400 円。ただし，学齢に達

しない者については，入

園料を徴収しない。 

２ 使用料の改定 

区  分 使  用  料 
現  行 改 正 案 

母 屋 の ２ 階 １ 室 １ 回 3 , 5 0 0 円 午前 9 時から正午までは

3,000 円，正午から午後 5

時までは 3,500 円，午前 9

時から午後 5 時までは

5,000 円 

茶   室 １ 回 3 , 5 0 0 円 

  この条例は，平成２１年４月１日から施行することとしました。 

  なお，この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，従前どおりとしま

す。 

 

後

後
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無鄰菴条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２１年 ３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

  無鄰菴条例の一部を改正する条例 

 無鄰菴条例の一部を次のように改正する。 

 第３条中「者」の右に「（学齢に達しない者を除く。）」を加え，「３５０円」を「４

００円」に改める。 

 第４条中「母屋」の右に「の２階」を加える。 

 第１１条中「条例」の右に「において別に定めることとされている事項及びこの条

例」を加え，同条を第１２条とする。 

第１０条を第１１条とし，第９条を第１０条とし，第８条の次に次の１条を加える。 

（特別の設備） 

第９条 使用者は，使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは，市長

の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，管理上必要があると認めるときは，使用者の負担において，必要な設備

をさせ，又は必要な措置を講じさせることができる。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区     分 使  用  料 
午  前 午  後 全  日 

母 屋 の ２ 階 3,000 円 3,500 円 5,000 円
茶 室

 備考１ 「午前」とは午前９時から正午までを，「午後」とは正午から午後５時まで 

を，「全日」とは午前９時から午後５時までをいう。 
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   ２ 開園時間の変更に伴い，使用時間の区分を変更する場合の使用料は，この 

表に掲げる使用料との均衡を考慮して，そのつど別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

 （文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課）


